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国民年金・厚生年金保険障害認定基準の一部改正について 

 

 国民年金法施行令（昭和３４年政令第１８４号）別表並びに厚生年金保険法

施行令（昭和２９年政令第１１０号）別表第１及び別表第２に規定する障害の

程度の認定については、「国民年金・厚生年金保険障害認定基準の改正について」

（平成１４年３月１５日庁保発第１２号）により取り扱われているところであ

りますが、近年の医学的知見を反映して、認定基準及び認定要領を見直すとと

もに、表現や例示の明確化を図るため、関係の専門家による審議を踏まえ、今

般、「国民年金・厚生年金保険障害認定基準」の一部を別添１から３のとおり改

正し、平成２２年１１月１日から実施することとしましたので通知します。 

 なお、この改正に併せて、診断書の様式についても改訂を行うこととしてお

りますが、当分の間は、従前様式の診断書の使用も可能としますので、ご留意

願います。 

 また、国民年金法等の一部を改正する法律（昭和６０年法律第３４号）によ

り従前の例によることとされた改正前の国民年金法（昭和３４年法律第１４１

号）及び厚生年金保険法（昭和２９年法律第１１５号）の規定に基づく障害給

付に係る障害の程度の認定については、それぞれ「国民年金障害等級認定基準」

（昭和５４年１１月１日庁保発第３１号）及び「国民年金において併合認定を

行う場合の後発障害認定基準」（昭和５４年１１月１日庁保発第３２号）並びに

「厚生年金保険の障害認定要領」（昭和５２年７月１５日庁保発第２０号）によ

り取り扱うものでありますので、申し添えます。 
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                                             （別添１） 

 

◎ 国民年金・厚生年金保険障害認定基準（第８節／精神の障害） 
 

                                                                                 (傍線部分は改正部分) 

改    正    後 改    正    前 

 

第３ 障害認定に当たっての基準 

  第１章 障害等級認定基準 

      第８節／精神の障害 

 

  ２ 認定要領 

  精神の障害は、「統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障 

害」、「気分（感情）障害」（以下「そううつ病」という。）、 

「症状性を含む器質性精神障害」、「てんかん」、「知的障害（ 

精神遅滞）」に区分する。 

   症状性を含む器質性精神障害、てんかんであって、もう想、幻覚 

  等のあるものについては、「Ａ 統合失調症、統合失調症型障害及 

び妄想性障害並びに気分（感情）障害」に準じて取り扱う。 

 

Ａ 統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害並びに気分（感 

情） 障害 

(1) 各等級に相当すると認められるものを一部例示すると次の

とおりである。 

 

障害の程度 障  害  の  状  態 

 １ 級 

 

１ 統合失調症によるものにあっては、高度 

の残遺状態又は高度の病状があるため高度 

 の人格変化、思考障害、その他もう想・幻 

 覚等の異常体験が著明なため、常時の介護 

 が必要なもの 

２ そううつ病によるものにあっては、高度 

 の気分、意欲・行動の障害及び高度の思考 

 障害の病相期があり、かつ、これが持続し 

 たり、ひんぱんに繰り返したりするため、 

常時の介護が必要なもの 

 

２ 級 

 

Ⅰ 統合失調症によるものにあっては、残遺 

 状態又は病状があるため人格変化、思考障 

 害、その他もう想・幻覚等の異常体験があ 

 るため、日常生活が著しい制限を受けるも 

 の 

２ そううつ病によるものにあっては、気分 

 、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期 

 があり、かつ、これが持続したり又はひん 

 ぱんに繰り返したりするため、日常生活が 

 

第３ 障害認定に当たっての基準 

 第１章 障害等級認定基準 

      第８節／精神の障害 

   

２ 認定要領 

精神の障害は、「精神分裂病、分裂病型障害及び妄想性障害」、

「気分（感情）障害」（以下「そううつ病」という。）、「症状性

を含む器質性精神障害」、「てんかん」、「知的障害（精神遅滞）」

に区分する。 

症状性を含む器質性精神障害、てんかんであって、もう想、幻覚

等のあるものについては、「Ａ 精神分裂病、分裂病型障害及び妄想

性障害並びに気分（感情）障害」に準じて取り扱う。 

 

Ａ 精神分裂病、分裂病型障害及び妄想性障害並びに気分（感情） 

障害 

(1) 各等級に相当すると認められるものを一部例示すると次の

とおりである。 

  

障害の程度 障  害  の  状  態 

１ 級 

 

１ 精神分裂病によるものにあっては、高度

の残遺状態又は高度の病状があるため高度

の人格変化、思考障害、その他もう想・幻

覚等の異常体験が著明なため、常時の介護

が必要なもの 

２ そううつ病によるものにあっては、高度

の気分、意欲・行動の障害及び高度の思考

障害の病相期があり、かつ、これが持続し

たり、ひんぱんに繰り返したりするため、

常時の介護が必要なもの 

 

２ 級 

 

１ 精神分裂病によるものにあっては、残遺

状態又は病状があるため人格変化、思考障

害、その他もう想・幻覚等の異常体験があ

るため、日常生活が著しい制限を受けるも

の 

２ そううつ病によるものにあっては、気分

、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期

があり、かつ、これが持続したり又はひん

ぱんに繰り返したりするため、日常生活が



 

 - 2 -  

 著しい制限を受けるもの 

 

３ 級 

 

１ 統合失調症によるものにあっては、残遺 

 状態又は病状があり、人格変化の程度は著 

 しくないが、思考障害、その他もう想・幻 

 覚等の異常体験があり、労働が制限を受け 

 るもの 

２ そううつ病によるものにあっては、気分 

 、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期 

 があり、その病状は著しくないが、これが 

 持続したり又は繰り返し、労働が制限を受 

 けるもの 

 

 

      

(2) 統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害並びに気分 

（感情）障害の認定に当たっては、次の点を考慮のうえ慎重 

に行う。  

   ア 統合失調症は、予後不良の場合もあり、国年令別表・厚年

     令別表第１に定める障害の状態に該当すると認められるも 

    のが多い。しかし、罹病後数年ないし十数年の経過中に症状 

     の好転を見ることもあり、また、その反面急激に増悪し、そ  

    の状態を持続することもある。したがって、統合失調症とし 

    て認定を行うものに対しては、発病時からの療養及び症状の 

        経過を十分考慮する。 

      イ そううつ病は、本来、症状の著明な時期と病状の消失する 

        時期を繰り返すものである。したがって、現症のみによって 

        認定することは不十分であり、症状の経過及びそれによる日 

        常生活活動等の状態を十分考慮する。 

 

 (5) 神経症にあっては、その症状が長期間持続し、一見重症な 

       ものであっても、原則として、認定の対象とならない。ただ  

       し、その臨床症状から判断して精神病の病態を示しているも 

     のについては、統合失調症又はそううつ病に準じて取り扱う。 

       

Ｂ 症状性を含む器質性精神障害 

 

(2)  各等級等に相当すると認められるものを一部例示すると次

のとおりである 

障害の程度 障   害   の   状   態 

１ 級 

 

高度の認知症、高度の人格変化、その他の高度 

の精神神経症状が著明なため、常時の介護が必 

要なもの 

 

２ 級 

 

認知症、人格変化、その他の精神神経症状が

著明なため、日常生活が著しい制限を受けるも 

著しい制限を受けるもの 

 

３ 級 

 

１ 精神分裂病によるものにあっては、残遺

状態又は病状があり、人格変化の程度は著

しくないが、思考障害、その他もう想・幻

覚等の異常体験があり、労働が制限を受け

るもの 

２ そううつ病によるものにあっては、気分

、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期

があり、その病状は著しくないが、これが

持続したり又は繰り返し、労働が制限を受

けるもの 

 

 

      

(2) 精神分裂病、分裂病型障害及び妄想性障害並びに気分（感

情）障害の認定に当たっては、次の点を考慮のうえ慎重に行

う。 

    ア 精神分裂病は、予後不良の場合もあり、国年令別表・厚年

令別表第１に定める障害の状態に該当すると認められるも

のが多い。しかし、罹病後数年ないし十数年の経過中に症状

の好転を見ることもあり、また、その反面急激に増悪し、そ

の状態を持続することもある。したがって、精神分裂病とし

て認定を行うものに対しては、発病時からの療養及び症状の

経過を十分考慮する。 

    イ そううつ病は、本来、症状の著明な時期と病状の消失する

時期を繰り返すものである。したがって、現症のみによって

認定することは不十分であり、症状の経過及びそれによる日

常生活活動等の状態を十分考慮する。 

  

(5) 神経症にあっては、その症状が長期間持続し、一見重症な

ものであっても、原則として、認定の対象とならない。ただ

し、その臨床症状から判断して精神病の病態を示しているも

のについては、精神分裂病又はそううつ病に準じて取り扱う。 

    

Ｂ 症状性を含む器質性精神障害 

 

 (2)  各等級等に相当すると認められるものを一部例示すると

次のとおりである。 

障害の程度 障   害   の   状   態 

１ 級 

 

高度の痴呆、高度の人格変化、その他の高度

の精神神経症状が著明なため、常時の介護が必

要なもの 

 

２ 級 

 

痴呆、人格変化、その他の精神神経症状が著

明なため、日常生活が著しい制限を受けるもの 
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     C   てんかん 

      (1) てんかん発作は、部分発作、全般発作、未分類てんかん

発作などに分類されるが、具体的に出現する臨床症状は多

彩である。 

       また、発作頻度に関しても、薬物療法によって完全に消

失するものから、難治性てんかんと呼ばれる発作の抑制で

きないものまで様々である。 

        さらに、てんかん発作は、その重症度や発作頻度以外に

、発作間欠期においても、それに起因する様々な程度の精

神神経症状や認知障害などが、稀ならず出現することに留

意する必要がある。 

 

   (2) 各等級に相当すると認められるものを一部例示すると次の

とおりである。 

の 

 

３ 級 

 

１ 認知症、人格変化は著しくないが、その他 

 の精神神経症状があり、労働が制限を受ける 

 もの 

２ 認知症のため、労働が著しい制限を受ける 

 もの 

 

障害手当金 認知症のため、労働が制限を受けるもの 

障害の程度 障  害  の  状  態 

 

 

 

１ 級 

 

 

  

十分な治療にかかわらず、てんかん性発作 

のＡ又はＢが月に１回以上あり、かつ、常時 

の介護が必要なもの 

 

 

 

２ 級 

 

 

 

  

十分な治療にかかわらず、てんかん性発作 

のＡ又はＢが年に２回以上、もしくは、Ｃ又 

はＤが月に１回以上あり、かつ、日常生活が 

著しい制限を受けるもの 

 

 

 

 

 

３ 級 

 

 

 

  

十分な治療にかかわらず、てんかん性発作 

のＡ又はＢが年に２回未満、もしくは、Ｃ又 

はＤが月に１回未満あり、かつ、労働が制限 

を受けるもの 

 

 

 

 

     C てんかん 

      (1) てんかんの症状は、発作症状と発作間欠期の症状に大別さ

      れる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    (2) 各等級等に相当すると認められるものを一部例示すると次

のとおりである。 

 

 

３ 級 

 

１ 痴呆、人格変化は著しくないが、その他の

精神神経症状があり、労働が制限を受けるも

の 

２ 痴呆のため、労働が著しい制限を受けるも

の 

 

障害手当金 痴呆のため、労働が制限を受けるもの 

障害の程度 障  害  の  状  態 

 

 

 

１ 級 

 

 

 

 

１  高度の痴呆、その他の高度の精神神経症状

が著明なため、常時の介護が必要なもの 

２ 十分な治療にかかわらず、てんかん性発作

を極めてひんぱんに繰り返すため、常時の介

護が必要なもの 

 

 

 

２ 級 

 

 

 

 

 

１  痴呆、その他の精神神経症状が著明なため

、日常生活が著しい制限を受けるもの 

２ 十分な治療にかかわらず、てんかん性発作

をひんぱんに繰り返すため、日常生活が著し

い制限を受けるもの 

 

 

 

 

３ 級 

 

 

 

１  痴呆は著しくないが、その他の精神神経症

状があり、労働が制限を受けるもの 

２ 十分な治療にかかわらず、てんかん性発作

を繰り返すため、労働が制限を受けるもの 

３  痴呆により、労働が著しい制限を受けるも

の 
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  (注1) 発作のタイプは以下の通り 

     Ａ：意識障害を呈し、状況にそぐわない行為を示す発作 

     Ｂ：意識障害の有無を問わず、転倒する発作 

     Ｃ：意識を失い、行為が途絶するが、倒れない発作 

     Ｄ：意識障害はないが、随意運動が失われる発作  

 

  (注2) てんかんは、発作と精神神経症状及び認知障害が相まって 

出現することに留意が必要。また、精神神経症状及び認知障

害については、前記「     害については、前記「Ｂ 症状性を含む器質性精神障害」に 

準じて認定すること。 

 

     (3) てんかんの認定に当たっては、その発作の重症度（意識障

害の有無、生命の危険性や社会生活での危険性の有無など）

や発作頻度に加え、発作間欠期の精神神経症状や認知障害の

結果、日常生活動作がどの程度損なわれ、そのためにどのよ

うな社会的不利益を被っているのかという、社会的活動能力

の損減を重視した観点から認定する。 

      様々なタイプのてんかん発作が出現し、発作間欠期に精神

神経症状や認知障害を有する場合には、治療及び病状の経過

、日常生活状況等によっては、さらに上位等級に認定する。 

 

     (4) てんかん発作については、抗てんかん薬の服用や、外科的

治療によって抑制される場合にあっては、原則として認定の

対象にならない。 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   (3) てんかんの認定に当たっては、発作のみに着眼することな

      く、てんかんの諸症状、社会適応能力、労働能力、具体的な 

日常生活状況等の他の要因を含め、全体像から総合的に判断 

して認定する。 

 

 

 

 

 

 

      (4) てんかん発作については、抗てんかん剤の服用によって抑 

制される場合にあっては、原則として認定の対象にならない。 

 

      (5) 日常生活能力等の判定に当たっては、身体的機能及び精神 

的機能、特に、知情意面の障害も考慮の上、社会的な適応性 

の程度によって判断するよう努める。また、現に仕事に従事 

している者については、その療養状況を考慮し、その仕事の 

種類、内容、従事している期間、就労状況及びそれらによる

影響も参考とする。          影響も参考とする。 

 

障害手当金 痴呆のため、労働が制限を受けるもの 
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                                         （別添２） 

 

◎ 国民年金・厚生年金保険障害認定基準（第１０節／呼吸器疾患による障害） 

 

                                                                                 (傍線部分は改正部分) 

改    正    後 改    正    前 

 

第３ 障害認定に当たっての基準 

  第１章 障害等級認定基準 

      第１０節／呼吸器疾患による障害 

 １ 認定基準 

   呼吸器疾患による障害については、次のとおりである 

 

令別表 障害の程度 障害の状態 

国 年 令 

別   表 

1級 

身体の機能の障害又は長期にわた

る安静を必要とする病状が前各号

と同程度以上と認められる状態で

あって、日常生活の用を弁ずるこ

とを不能ならしめる程度のもの 

2級 

身体の機能の障害又は長期にわた

る安静を必要とする病状が前各号

と同程度以上と認められる状態で

あって、日常生活が著しい制限を

受けるか、又は日常生活に著しい

制限を加えることを必要とする程

度のもの 

厚 年 令 

別表第１ 
3級 

身体の機能に、労働が制限を受け

るか、又は労働に制限を加えるこ

とを必要とする程度の障害を有す

るもの 

 

   呼吸器疾患による障害の程度は、自覚症状、他覚所見、検査成 

績（胸部Ｘ線所見、動脈血ガス分析値等）、一般状態、治療及び 

病状の経過、年齢、合併症の有無及び程度、具体的な日常生活状 

況等により総合的に認定するものとし、当該疾病の認定の時期以 

後少なくとも1年以上の療養を必要とするものであって、長期にわ 

たり安静を必要とする病状が、日常生活の用を弁ずることを不能 

ならしめる程度のものを1級に、日常生活が著しい制限を受けるか 

又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの 

を2級に、また、労働が制限を受けるか又は労働に制限を加えるこ 

とを必要とする程度のものを3級に該当するものと認定する。 

  また、呼吸器疾患による障害の認定の対象は、そのほとんどが慢性

呼吸不全によるものであり、特別な取扱いを要する呼吸器疾患として

肺結核・じん肺・気管支喘息があげられる。 

 

 

 ２ 認定要領 

    C   呼吸不全 

 (7)  慢性気管支喘息については、症状が安定している時期におい

ての症状の程度、使用する薬剤、酸素療法の有無、検査所見、 

 

第３ 障害認定に当たっての基準 

 第１章 障害等級認定基準 

      第１０節／呼吸器疾患による障害 

 １ 認定基準 

   呼吸器疾患による障害については、次のとおりである 

  

令別表 障害の程度 障害の状態 

国 年 令 

別   表 

1級 

身体の機能の障害又は長期にわた

る安静を必要とする病状が前各号

と同程度以上と認められる状態で

あって、日常生活の用を弁ずるこ

とを不能ならしめる程度のもの 

2級 

身体の機能の障害又は長期にわた

る安静を必要とする病状が前各号

と同程度以上と認められる状態で

あって、日常生活が著しい制限を

受けるか、又は日常生活に著しい

制限を加えることを必要とする程

度のもの 

厚 年 令 

別表第１ 
3級 

身体の機能に、労働が制限を受け

るか、又は労働に制限を加えるこ

とを必要とする程度の障害を有す

るもの 

 

   呼吸器疾患による障害の程度は、自覚症状、他覚所見、検査成 

績（胸部Ｘ線所見、動脈血ガス分析値等）、一般状態、治療及び 

病状の経過、年齢、合併症の有無及び程度、具体的な日常生活状 

況等により総合的に認定するものとし、当該疾病の認定の時期以 

後少なくとも1年以上の療養を必要とするものであって、長期にわ 

たり安静を必要とする病状が、日常生活の用を弁ずることを不能 

ならしめる程度のものを1級に、日常生活が著しい制限を受けるか 

又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの 

を2級に、また、労働が制限を受けるか又は労働に制限を加えるこ 

とを必要とする程度のものを3級に該当するものと認定する。 

  

 

 

 

 

  ２ 認定要領 

    C 呼吸不全 

     (7) 慢性気管支喘息については、症状が安定している時期におい

    ての症状の程度、使用する薬剤、酸素療法の有無、検査所見 
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具体的な日常生活状況等を把握して、総合的に認定することと

し、各等級に相当すると認められるものを一部例示すると次の

とおりである。 

 

具体的な日常生活状況等を把握して、総合的に認定する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

 

 

 

  

  

  

 

 

 

 

  

  

  

 

 

 

 

 

障害の程度 障  害  の  状  態  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 級 

 

 

 

 最大限の薬物療法を行っても発作強度が

大発作となり、無症状の期間がなく一般状態

区分表のオに該当する場合であって、予測肺

活量１秒率が高度異常（測定不能を含む）、

かつ、動脈血ガス分析値が高度異常で常に在

宅酸素療法を必要とするもの 

 

 

 

 

２ 級 

 

 

 

 

 呼吸困難を常に認める。常時とは限らない

が、酸素療法を必要とし、一般状態区分表の

エ又はウに該当する場合であって、プレドニ

ゾロンに換算して１日10㎎相当以上の連用、

又は5㎎相当以上の連用と吸入ステロイド高

用量の連用を必要とするもの 

 

 

 

 

３ 級 

 

 

 

 

 喘鳴や呼吸困難を週１回以上認める。非継

続的なステロイド薬の使用を必要とする場

合があり、一般状態区分表のウ又はイに該当

する場合であって、吸入ステロイド中用量以

上及び長期管理薬を追加薬として２剤以上

の連用を必要とし、かつ、短時間作用性吸入

β２刺激薬頓用を少なくとも週に1回以上必

要とするもの 

 

  

 

   (注1)  上記表中の症状は、的確な喘息治療を行い、なおも、そ 

      の症状を示すものであること。 

       また、全国的に見て、喘息の治療が必ずしも専門医（呼

吸器内科等）が行っているとは限らず、また、必ずしも「

喘息予防・管理ガイドライン2009(JGL2009)」に基づく治

療を受けているとは限らないことに留意が必要。 

(注2)  喘息は疾患の性質上、肺機能や血液ガスだけで重症度を 

      弁別することには無理がある。このため、臨床症状、治療 

      内容を含めて総合的に判定する必要がある。 

   (注3)  「喘息＋肺気腫（ＣＯＰＤ)」あるいは、「喘息＋肺線

維症」については、呼吸不全の基準で認定する。 
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〈参考〉「喘息予防・管理ガイドライン２００９（ＪＧＬ２００９）」より抜粋 

 １ 喘息治療ステップ 

 
ＬＴＲＡ：ロイコトリエン受容体拮抗薬 

ＬＡＢＡ：長時間作用性β２刺激薬 

ＳＡＢＡ：短時間作用性β２刺激薬 

 
１）抗アレルギー薬とは、メディエーター遊離抑制薬、ヒスタミンＨ１拮抗薬、トロンボキサンＡ２阻害薬、Ｔｈ２サイトカイン阻害薬を指

す。 

２）通年性吸入抗原に対して陽性かつ血清総IgE値が30～700IU/mLの場合に適用となる。 

３）経口ステロイド薬は短時間の間欠的投与を原則とする。他の薬剤で治療内容を強化し、かつ短期間の間欠投与でもコントロールが得 

られない場合は、必要最小量を維持量とする。 

４）軽度の発作までの対応を示し、それ以上の発作については喘息予防・管理ガイドライン2009 7－2「急性増悪（発作）への対応（成人）」 

を参照 

 

※予防･管理に用いる薬剤には、長期管理薬（コントローラー）と急性発作の治療に用いる（リリーバー）があり、これらの薬剤をそれぞ

れのステップに応じて使用する。コントローラーは抗炎症薬と長時間作用性気管支拡張薬であり、リリーバーは短時間作用性気管支拡

張薬と全身性ステロイド薬である。 

 

 

 

 

 

 

 治療ステップ１ 治療ステップ２ 治療ステップ３ 治療ステップ４ 

長

期

管

理

薬 

基

本

治

療 

吸入ステロイド薬 

（低用量） 

吸入ステロイド薬 

（低～中用量） 

吸入ステロイド薬 

（中～高用量） 

吸入ステロイド薬 

（高用量） 

上記が使用できない場

合以下のいずれかを用

いる 

ＬＴＲＡ 

テオフィリン徐放製剤

（症状が稀であれば必

要なし） 

 

上記で不十分な場合に

以下いずれか一剤を併

用 

ＬＡＢＡ 

（配合剤の使用可） 

ＬＴＲＡ 

テオフィリン徐放製剤 

上記に下記のいずれか

１剤、あるいは複数を 

併用 

ＬＡＢＡ 

（配合剤の使用可） 

ＬＴＲＡ 

テオフィリン徐放製剤 

上記に下記の複数を併

用 

ＬＡＢＡ 

（配合剤の使用可） 

ＬＴＲＡ 

テオフィリン徐放製剤 

上記のすべてでも管理

不良の場合は下記のい

ずれかあるいは両方を

追加 

抗IgE抗体２） 

経口ステロイド薬３） 

 

追加

治療 

ＬＴＲＡ以外の 

抗アレルギー薬１） 

ＬＴＲＡ以外の 

抗アレルギー薬１） 

ＬＴＲＡ以外の 

抗アレルギー薬１） 

ＬＴＲＡ以外の 

抗アレルギー薬１） 

発作治療４） 吸入ＳＡＢＡ 吸入ＳＡＢＡ 吸入ＳＡＢＡ 吸入ＳＡＢＡ 

未
治
療
の
状
態
で 

対
象
と
な
る
症
状 

（軽症間欠型相当） 

・症状が週1回未満 

・症状は軽度で短い 

・夜間症状は月に2回未 

 満 

（軽症持続型相当） 

・症状が週1回以上、し

かし毎日ではない 

・月1回以上日常生活や

睡眠が妨げられる 

・夜間症状は月2回以上 

（中等症持続型相当） 

・症状が毎日ある 

・短時間作用性吸入 

β２刺激薬がほぼ毎

日必要 

・週１回以上日常生活

や睡眠が妨げられ

る 

・夜間症状が週１回以 

 上 

（重症持続型相当） 

・治療下でもしばしば 

増悪 

・症状が毎日ある 

・日常生活が制限され

る 

・夜間症状がしばしば 
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２ コントロール状態の評価 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＊増悪が月に１回以上あれば他の項目が該当しなくてもコントロール不良と評価する。 

 

３ 各吸入ステロイド薬の吸入器の種類 

 
 pMDI 

(加圧噴霧式定量吸入器) 

DPI 

(ドライパウダー吸入器) 

BDP（ベクロメタゾンプロピオン酸

エステル） 

BDP-HFA 

（キュバール） 
なし 

FP（フルチカゾンプロピオン酸エス

テル） 

FP-HFA 

（フルタイドエアー） 

FP-DPI（フルタイドディスカス、フル

タイドディスクへラー） 

SM（サルメテロールキシナホ酸塩）

との配合剤 

FP/SM  HFA 

（アドエアエアー） 

FP/SM DPI 

（アドエアディスカス） 

BUD（ブデソニド） なし 
BUD-DPI（パルミコートタービュヘイラ

ー） 

FM（ホルモテロールフマル酸塩水和

物）との配合剤 
なし 

BUD/FM（シムビコートタービュヘイラ

ー） 

CIC（シクレソニド） 
CIC-HFA 

（オルベスコ） 
なし 

MF（モメタゾンフランカルボン酸エ

ステル） 
なし 

MF-DPI（アズマネックスツイストヘラ

ー） 

 

４ 各吸入ステロイド薬の治療ステップ別推奨量 

 

薬剤名 
治療ステップ１～２ 

低用量 

治療ステップ３ 

中用量 

治療ステップ４ 

高用量 

BDP-HFA 100～200μg/日 200～400μg/日 400～800μg/日 

FP-HFA 100～200μg/日 200～400μg/日 400～800μg/日 

CIC-HFA 100～200μg/日 200～400μg/日 400～800μg/日 

FP-DPI 100～200μg/日 200～400μg/日 400～800μg/日 

BUD-DPI 200～400μg/日 400～800μg/日 800～1,600μg/日 

MF-DPI 100～200μg/日 200～400μg/日 400～800μg/日 

 

 コントロール良好 

（すべての項目が該当） 

コントロール不十分 

（いずれかの項目が該当） 

コントロール不良 

喘息症状 

（日中および夜間） 
なし 週１回以上 

コントロール不十分の項目

が３つ以上当てはまる 

発作治療薬の使用 
なし 週１回以上 

運動を含む活動制限 
なし あり 

呼吸機能 

（FEV１およびPEF） 
正常範囲内 

予測値あるいは自己最高値

の８０％未満 

PEFの日（週）内変動 
２０％未満 ２０％以上 

増悪 
なし 年に１回以上 

月に１回以上＊ 


















